
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２４年度 6,041 7,085 8,541 12,200 11,782 8,279 8,050 7,493 5,450 6,108 5,967 6,128 93,124

２３年度 5,769 7,539 8,247 12,057 9,991 6,588 7,552 6,924 5,371 4,466 6,590 7,346 88,440

増　減 272 -454 294 143 1,791 1,691 498 569 79 1,642 -623 -1,218 4,684

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２４年度 3,559 871 1,047 1,501 1,950 3,515 1,077 763 3,129 934 592 752 19,690

２３年度 3,696 1,023 973 1,542 1,687 3,409 1,037 779 2,774 951 815 969 19,655

増　減 -137 -152 74 -41 263 106 40 -16 355 -17 -223 -217 35

平成26年2月14日

臨時職員（1）

昭和５５年　３月２２日設置年月日

【プール】夏季以外　　　　　午前１０時～午後８時
　　　　（夏季７月～９月）　午前９時３０分～午後９時
【トレーニングホール】夏季以外　　　　　午前９時～午後８時
　　　　　　　　　　（夏季７月～９月）　午前９時～午後９時

○敷地面積：１４，３２５㎡
○延床面積：プ－ル棟　２，１０２㎡、
　　　　　　管理棟　１，４１４㎡、
　　　　　　トレ－ニング棟　１，４９０㎡
○施設内容：屋内プ－ル　２５ｍ　６コ－ス、幼児用プ－ル、管理棟、事務室、機械室他、
　　　　　　トレ－ニング棟、トレ－ニングホール

利用料金収入
　　　 (千円)

利用者数 (人)

管理体制

毎週水曜日（その日が休日に当たる時はその直後の休日でない日）、１２月２９日～１月３日。
ただし米子市小中学校夏休み期間中は開館。

　　正職員：７人、嘱託職員：４人、臨時職員：１人　〔 計 １２人 〕

スタッフ（正職員2）

嘱託職員（4）

館長（正職員1）

体育指導員（正職員3）

次長（正職員1）

休館日

施設内容

 平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日指定管理者名

利用料金 （施設ホームページ(http://www5.ocn.ne.jp/~yo-pool/)のとおり）

委託業務の内容

設置目的

開館時間

 米子屋内プール

 ０８５７－２６－７９１９

 米子市皆生温泉３－１８－３施　設　名

スポ－ツ（水泳）の振興と県民の心身の健全な発達に寄与する。

施設所管課名

○米子屋内プールの施設設備の維持管理に関する業務（施設設備の保守管理、修繕、清掃、保安警備
　等）
○米子屋内プールの利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
○その他施設の管理運営に必要な業務（利用者の受付・案内、付属設備・備品の貸出、利用指導・
　操作・利用者へのサービスの提供、施設の利用促進、その他施設の管理運営に必要な業務）
○スポーツの普及振興

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト 

所在地

連絡先

指定期間 (公財)鳥取県体育協会

 教育委員会スポーツ健康教育課



５ 収支の状況

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

収 　支 　差 　額 1,548 1,089

38,975

195

813

26,438

38,162

　利用者からの積極的な評価

・利用者の視点に立った運営（プールのコース分け等）が使いやすさ、混雑の軽減につながり高評価であった。
・障がい者、高齢者など、誰もが利用しやすい施設づくりを行い、満足いただいている。
・トライアスロンの普及･発展やトライアスロンを通じた観光振興に貢献している。

利用者意見
の把握方法

・「利用者の声」の収集とアンケート調査を実施
・鳥取県インターネットによる予約申込・状況の確認が可能であること、その制度の広報活動（受付に
　案内及び掲示）
・鳥取県体育協会のホームページにもリンク
・相談コーナーの設置
・施設窓口での意見受付
・外部評価委員からの意見聴取

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

利用者サービス ・シャワー用車いすを配備し、障がい者が利用しやすい環境を整えた。
・教室開催時に託児所を開設し、育児中の者が利用しやすい環境を整えた。
・全日本アクアスロン大会の開催に協力し、大会の成功に寄与した。

人員体制 ・積極的に職員を各種研修に派遣し、障害者スポーツ指導資格、危険物取扱資格等を取得するなど職員の
資質の向上を図った。

スポーツ普及振
興

・県障がい者スポーツ協会及び県障がい者水泳協会と連携し、障がい者水泳大会を開催した。
・増加する水泳教室参加希望者を受け入れるため、クラス数を19クラスから29クラスに増加した。

教室参加料

45,761

区　分 取　　組　　み　　内　　容

47,746

67,436 66,787

8,576

614

計

事業外収入

区　　　　　分

413

小　計

0

8,989

自動販売機手数料ほか

47,132

46,388県委託料

２４年度

-13

627

161

35

イベント収入

小　計

施設使用料

２３年度

19,690

11,07910,540

事業収入

収入

 管理運営費

475

0

649

 そ　の　他

-818

 人  件  費

増　　減

161

190

0

280支出

-539

1,3711,358

19,655

計 65,888

27,256

65,698

 事　業　費

0



８ 指定管理者による自己点検

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

①苦慮している点
・県と連携し修繕等を行っているが、施設・設備の老朽化が著しい。
②積極的に取組む事項
・利用者にとって安心・安全な施設であるよう職員全員が定期的に事故防止のための講習会を実施するなど、
　職員の資質向上を目指していく。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

①経費の削減
・ボイラを状況に応じて自動から手動運転することにより燃料費の削減。
・第三者委託業務の期間を３年から５年間としたことによる委託料の削減。
・委託業務の仕様書を再確認し、職員でできるものは職員実施。
・職員による草刈等の周辺環境整備及び施設管理。
・節水、節電、コピー用紙のリユースの徹底。

②職員の意識改革
・指定管理者制度における期待効果を再確認しコスト削減、サービスの向上意識を高めた。
・接遇研修等を積極的に受講し、重要項目を抜粋して職員の目に届くところに置き、意識の向上を図った。
・利用者との対話を重要視することで利用者側の目線に立ち、サービスの向上に努めた。
・障がい者スポーツ指導員資格、ボイラー資格等を取得し、職員間の意識改革や向上心に繋がった。
・監視体制状況掲示板を作成し、担当責任を明確にすることで監視体制の強化を図った。
・大規模地震に対する避難訓練を実施し、緊急時の対応マニュアルに沿って実施した。

③利用者の増
・水泳教室を拡充（19→29クラスに増加）し、申込者ほぼ全員が参加できるよう対応した。。
・コース、クラス設定を状況に応じて適切に設定したため、良好な環境を提供でき高齢者･障がい者の利用者増に
　つながるとともに水温･室温の適正管理などに努めた結果利用者増につながった。

④県や関連機関との連携
・県の方針や施策との整合を図りながら施設運営を行った。
・スポーツ施設における子育て支援事業に協力し、教室開催時には託児所として研修室を開放。また土日祝祭日にはキッズ
　ルームとして開放した。
・各学校体育連盟並びに各競技団体主催の大会へ役員を派遣した。
・県水泳連盟主催基礎水泳指導員講習会を実施、受講し水泳教室の職員充実を図った。

⑤市民との連携
・近隣で開催されるイベント等の参加者に屋外トイレを開放。
・第6回全日本アクアスロン皆生大会の主会場として提供、支援及びボランティアスタッフの派遣。
・皆生レクリエーショナルカヌー協会へ保管場所ならびに更衣室、シャワーの提供。
・皆生プレイパーク運営委員会登録メンバーとなり、イベントへの協力、定期的な除草作業に参加。
・ＮＰＯあかり広場の健康増進事業へ定期的な指導を実施。

⑥環境配慮活動
・ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）を遵守することにより、環境に配慮した施設運営を行った。
・利用者の参画も得て、アイスの棒、ペットボトルのふた、プルタブの回収運動を実施。

⑦AED（自動体外式除細動器）の管理
・AED取扱規則に沿って適切管理を実行。また、すべての職員が事故に対応できるよう、普通救命講習を受講し、有資格者
と
　して職務に当たる。

⑧外部評価委員会
・今年度開催なし。25年4月26日開催予定。



９ 施設所管課による業務点検

　　　　　　Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　　　　　　Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

　○利用者意見の把握・対応

〔利用者サービス〕

　　　　　　Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

総　　　　括 B

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

・高齢者・障がい者等の減免対象者に無料資格者カードを導入し、受付で
該当の有無の確認を省略して利用者の簡便性の向上が図られている。
・苦情・要望等に速やかに対応している。また、色分けしたカードで職員に
周知するなど対応に工夫が図られている。
・障がい者団体と連携して障がい者水泳大会を新たに開催するなど新た
な取組が行われている。

A
　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

Ｂ

Ｂ ・協定の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　○個人情報保護、情報公開

・協定の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。
　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

〔職員の配置〕 A
・各種研修に積極的に参加し、特に安全に重点をおいてライフセービング
の資格を複数名取得するなど職員の資質向上が図られている。

〔収入支出の状況〕

　○開館時間、休館日、利用料金等

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

Ｂ ・協定の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。
　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

A

・施設全体とは別に、プールの安全点検マニュアル・チェックシートを設け
ており、内容も随時見直しを行うなど事故防止対策が図られている。
・入居団体のライトハウス、点字図書館と合同で避難訓練を実施するなど
緊急時の体制強化に取り組んでいる。

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果


